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 第１章  計画の基本理念 
 
 
 

 

【計画の背景、経過】 

 
１ 計画策定の背景 

○ 本県では、県民の誰もが、いつでも、どこでも適切な医療を受けることができるよう保健医

療施設の基盤整備や体制づくりを進めるとともに、健康の保持増進から疾病の予防、治療、リ

ハビリ、在宅ケアに至る一貫した生活習慣病対策を積極的に推進してきました。 
○ しかしながら、少子高齢化の急速な進展や、生活習慣病の増加に伴う疾病構造の変化、医療

の高度化・専門化など県民の保健医療を取り巻く環境は大きく変化しており、県民のニーズも

複雑化、多様化してきています。 
○ また地震、豪雨等の自然災害の発生や、新型インフルエンザをはじめとした多様な健康危機

に対する備えも求められています。 

○ こうした中、地域の限りある医療資源が、その機能を十分に発揮できるような連携体制を確

立することが喫緊の課題です。 
 
２ 計画策定の経過 

○ 昭和60（1985）年の医療法の一部改正により、地域における医療を提供する体制の確保に関

する計画（医療計画）の作成が各都道府県に義務づけられました。 
○ 本県においては、昭和62（1987）年8月に医療圏及び必要病床数を記載した「愛知県地域保

健医療計画」を作成し、その後、医療法による5年ごとの見直し及び医療法の一部の改正に伴

う計画の見直しを行い、これまでに7回の見直しを行ってきました。 

○ 平成26（2014）年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律」（平成26年法律第83号）が制定され、病床の機能の分化と連携を

推進するため、医療法が改正され、医療計画の一部として、地域医療構想を策定することとさ

れました。 
     
（愛知県地域保健医療計画の見直しの状況） 
 

昭和62年 8月 
愛知県地域保健医療計画策定（２次医療圏、必要病床数を記載） 

（計画期間：昭和62年8月～平成4年7月） 

平成元年 3月 任意的記載事項（各種の保健医療対策）を公示 

平成 4年 8月 
第1回見直し（各医療圏計画も策定） 

（計画期間：平成4年8月～平成9年7月） 

平成 9年 8月 
第2回見直し 

（計画期間：平成9年8月～平成14年7月） 

平成10年10月 県計画で「療養型病床群の整備目標」を追加公示 

平成13年 3月 
第3回見直し（２次医療圏、基準病床数を見直し） 

（計画期間：平成13年4月～平成18年3月） 

平成18年 3月 
第4回見直し（基準病床数を見直し） 

（計画期間：平成18年4月～平成23年3月） 

平成20年 3月 
第5回見直し（4疾病5事業を中心とする医療連携体制等を追加記載） 

（計画期間：平成20年4月～平成25年3月） 

平成23年 3月 
第6回見直し（２次医療圏、基準病床数を見直し） 

（計画期間：平成23年4月～平成28年3月） 

第１節 計画の背景、目的 
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平成 25 年 3 月 第7回見直し（精神疾患を既存の４疾病に追加記載） 

（計画期間：平成 25 年 4月～平成 30 年 3 月） 

平成 28 年 4 月 基準病床数を見直し 

（適用期間：平成28年4月～平成30年3月） 

平成 28 年 10 月 「愛知県地域医療構想」を追加公示 

平成 30 年 3 月 第8回見直し（2次医療圏、基準病床数を見直し） 

（計画期間：平成30年4月～令和6年3月） 

 
３  今回の計画の見直し 

〇 医療法が改定され、計画期間である6年間（従来は5年間）のうち、3年ごとに中間見直しを

実施することとしたため、3年の経過に伴う各項目の時点修正を行いました。 

〇 平成30（2018）年7月に制定された「医療法及び医師法の一部を改正する法律」（平成30年

法律第79号）により、新たに医療計画に定める事項とされた「愛知県外来医療計画」及び「愛

知県医師確保計画」（令和2（2020）年3月策定）の概要を追加しました。 

  今後は、医療計画の改定に合わせ、これらの計画も見直すことになります。 

○ 令和2（2020）年4月に「医療提供体制の確保に関する基本方針」及び「医療計画作成指針」

が改正され、引き続き5疾病（がん・脳卒中・心筋梗塞等の心血管疾患・糖尿病・精神疾患）5

事業（救急医療・災害医療・へき地医療・周産期医療・小児医療）及び在宅医療等の取組を推

進するとともに、「第８期愛知県高齢者健康福祉計画」（令和3（2021）年3月策定）等、他の

計画との整合性の確保を図りました。 

 
 
【計画の目的】 

 
○ 愛知県地域保健医療計画は、県民の多様な保健医療需要に対応し、疾病予防から治療、リハ

ビリ、在宅ケアに至る一貫した保健医療サービスが、適切に受けられる保健医療提供体制の確

立を目指すことを目的とし、次の３つの基本方針の下に、行政関係者、保健医療関係者、県民

などが一体となって共に保健医療の確保、推進を図っていくための計画として策定します。 
 

  １ 地域医療の体系化及び地域の特性に配慮した医療機関の機能分担、業務連携を推進し、 

効率的な医療提供体制の確立を図ります。 

  ２  疾病予防等の保健対策を推進し、生涯を通じた健康づくりを支援します。 
  ３  保健医療従事者の確保、資質の向上及び人材の有効活用を図ります。 

 
 

【計画の性格】 

 
  愛知県地域保健医療計画は、次の性格を持つものです。 
 
 

  １ 愛知県の保健医療対策の今後の基本方針を示すものです。 
  ２ ２次医療圏での保健医療対策の推進方向を示すものです。 
  ３ 医療機関及びその他関係機関などが整備を進めるに当たっての指針となるものです。 
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１  計画目標年次 

○ 計画期間は、平成30（2018）年度から令和5（2023）年度までの6年間とします。 

 
２  計画の普及啓発 

○ 愛知県地域保健医療計画は、県、市町村、保健・医療関係機関などが一体となって推進して

いくことが必要であり、計画を達成するためには広く一般県民などに趣旨と内容を十分周知の

上、理解と協力を得ることが極めて重要となります。 

○ このため、本計画の趣旨と内容を県のホームページに掲載するとともに、各種会議で説明す

るなど、幅広い広報活動を効果的に行い、この計画の普及啓発に努めていきます。 

 
３  計画の推進体制 

（１）全県単位での推進 
本県では、愛知県地域保健医療計画の推進のため、愛知県医療審議会の部会として「医療体

制部会」を設置しており、この部会において全県レベルで計画推進のための協議を行い、計画

の目標達成を図ることとします。 
（２）２次医療圏単位での推進 

各医療圏において、地域の特性を踏まえた計画の推進を図る必要があることから、「圏域保

健医療福祉推進会議」において、推進方策などを調整、協議し、医療圏計画の目標達成を図る

こととします。 
 
４  市町村等との連携 

○ 市町村は、地域住民に直結する基礎的自治体として、住民の健康保持、増進等に寄与する保

健・医療・福祉の施策を実施していますので、医療計画の推進に際しては、一層緊密に市町

村と連携を図っていくこととします。 
○ また、保健医療に関する施策を効果的、効率的に実施し、本計画の目標を達成するためには、

関係団体・機関との連携も重要でありますので、一層連携を強化して推進していくこととし

ます。 
 
５  計画の進行管理 

○ 愛知県地域保健医療計画のうち、整備目標や目標値を記載した項目の進行管理については、

愛知県医療審議会に報告し、進捗状況を評価するとともに推進方策等について意見を求める

などして、進行管理の徹底を図ります。 
○ また、進捗状況を県のホームページに掲載するなど、広く県民などに進行管理を広報します。 

第２節 計画の推進 
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 第２章  地域の概況 
 
 

 
 
○ 愛知県は日本列島のほぼ中央にあり、三重、岐阜、長野、静岡の各県に隣接し、南は太平洋

に面し、伊勢湾、三河湾を望みます。面積は5,173,07km2で、国土の約1.4％を占めており、全

国で27番目の広さとなっています。 

○ 西部は、木曽川によって造られた広大な濃尾平野とその東側の尾張丘陵からなり、また、尾

張丘陵が南に伸びて知多半島を形成しています。中央部は矢作川に沿って上流に三河山地が、

下流には岡崎平野が形成されています。東部は、豊川に沿って上流に設楽山地と八名・弓張山

地が、下流には豊橋平野が形成され、また、豊橋平野からは渥美半島が伸びています。 

○ 本県は、名古屋市を中心に東西交通の要衝で、産業、経済の立地条件に恵まれ、輸送機械を

主体とする製造品出荷額等は全国１位を堅持する工業県です。 
また、園芸や畜産が盛んな全国有数の農業県でもあります。 

○ 道路は、わが国の幹線道路として骨格的な役割を担う東名・新東名・名神高速道路が東西に

横断し、また、中央自動車道が北東に、東海北陸自動車道が北に、東名阪自動車道が西方に延

びており、名古屋市内には都市高速道路が整備されています。 
○ 鉄道交通は、ＪＲ東海の東海道新幹線、東海道本線等、名古屋鉄道の名古屋鉄道本線等、近

畿日本鉄道名古屋線、豊橋鉄道渥美線、愛知環状鉄道線、あおなみ線、東部丘陵線（リニモ）

などがあり、名古屋市内には地下鉄6路線が整備されています。 
○ 空港については、名古屋市北に県営名古屋空港があり、知多半島常滑沖には中部国際空港（セ

ントレア）があります。 
 
 
 

第１節 地勢及び交通 

 

〈愛 知 県 の 地 形〉 
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１ 総人口 

本県の人口は令和2（2020）年10月1日現在、7,541,123人で、男性3,771,870人（構成比50.0％）、

女性3,769,253人（構成比50.0％）となっています。 
表2－2－1 本県人口の推移（毎年10月1日現在）  

 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 令和2年 

人口（人）  6,868,336  7,043,300 7,254,704 7,410,719 7,483,128 7,526,911 7,541,123 

  男 性 
 女 性 

 3,439,180 

 3,429,156 

 3,525,698 

 3,517,602 

3,638,994 

 3,615,710 

3,704,220 

 3,706,499 

3,740,844 

3,742,284 
3,765,921

3,760,990 

3,771,870 

3,769,253 

増 加 率 － 2.5% 3.0% 2.2% 1.0% 0.6 0.2 

指  数 100 102.5 105.6 107.9 109.0 109.6 109.8 

  資料：平成27年までは「国勢調査」（総務省） 

       平成29年及び令和2年は「あいちの人口」（愛知県県民文化局） 

 
２ 人口構成 

年齢区分別では、令和2(2020)年10月1日現在、年少人口（0～14歳）が981,181人（構成比13.

2％）、生産年齢人口（15～64歳）が4,595,533人（同61.6％）、老年人口（65歳以上）が1,883,

453人（同25.2％）となっています。 

年少人口の割合は、平成7（1995）年の16.3％から令和2（2020）年には13.2％に低下している

一方で、老年人口の割合は、平成7（1995）年の11.9％から令和2（2020）年には25.2％と増大し

ており、本県においても急速な少子高齢化が進行しています。 
 
表 2－2－2 年齢区分別人口の推移（毎年 10月 1日現在）  

 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 令和2年 

年 

齢 

三 

区 

分 

年少人口 

（人） 
（構成比％） 

1,120,992 

(16.3) 

1,081,280 

(15.4) 

1,069,498 

(14.7)  

1,065,254 

(14.5) 

1,022,532 

(13.8) 

1,009,066 

(13.5) 

981,181 

(13.2) 

生産年齢人

口（人） 
（構成比％） 

4,919,095 

(71.6) 

4,914,857 

(69.8) 

4,901,072 

(67.6)  

4,791,445 

(65.2) 

4,618,657 

(62.4) 

4,609,835 

(61.9) 

4,595,533 

(61.6) 

老年人口 

（人） 
（構成比％） 

819,026 

(11.9) 

1,019,999 

(14.5) 

1,248,562 

(17.2)  

1,492,085 

(20.3) 

1,760,763 

(23.8) 

1,829,799 

(24.6) 

1,883,453 

(25.2) 

計 6,868,336 7,043,300 7,254,704 7,410,719 7,483,128 7,448,700 7,460,167 

資料：平成27年までは「国勢調査」（総務省） 

平成29年及び令和2年は「あいちの人口」（愛知県県民文化局） 

注１：年齢不詳者は各年齢区分別人口に含んでいないため、年齢三区分の合計値は計と一致しない。 

注２：年齢三区分の構成比の平成22年以降は年齢不詳者を除いて算出。 

 

 

第２節 人口及び人口動態 
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表2－2－3 地域別年齢区分別人口構成比の推移（毎年10月1日現在）         （単位：％）  

医 療 圏 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 令和2年 

名 古 屋・ 
 

尾 張 中 部 

年 少 人 口 

生産年齢人口 

老 年 人 口 

15.2 
71.8 
12.7 

14.0 
69.4 
15.6 

13.2 
67.4 
18.4 

13.0 
65.8 
21.2 

12.7 
 

63.2 
 

24.1 

12.6 
 

62.8 
 

24.6 

12.3 
 

62.7 
 

25.0 

年 少 人 口 

生産年齢人口 

老 年 人 口 

15.3 
74.5 
10.1 

14.6 
71.9 
13.0 

14.5 
68.2 
16.6 

15.0 
64.8 
20.2 

海 部 
年 少 人 口 

生産年齢人口 

老 年 人 口 

15.9 
72.4 
11.7 

15.6 
70.1 
14.3 

15.4 
66.5 
17.8 

15.0 
63.2 
21.9 

13.7 
60.2 
26.1 

13.1 
59.8 
27.1 

12.5 
59.8 
27.7 

尾 張 東 部 
年 少 人 口 

生産年齢人口 

老 年 人 口 

15.8 
73.3 
10.8 

15.4 
71.4 
13.2 

15.2 
68.2 
16.0 

15.4 
65.0 
19.6 

14.8 
61.7 
23.5 

14.6 
61.2 
24.3 

14.3 
60.9 
24.8 

尾 張 西 部 
年 少 人 口 

生産年齢人口 

老 年 人 口 

16.3 
71.8 
11.9 

15.6 
69.8 
14.6 

15.2 
66.7 
18.1 

14.8 
63.3 
21.9 

13.9 
60.5 
25.6 

13.5 
59.8 
26.7 

13.0 
59.4 
27.6 

尾 張 北 部 
年 少 人 口 

生産年齢人口 

老 年 人 口 

16.2 
73.4 
10.4 

15.5 
71.4 
13.1 

15.2 
67.9 
16.6 

15.0 
64.3 
20.7 

14.0 
61.0 
25.0 

13.7 
60.4 
26.0 

13.1 
60.2 
26.7 

知 多 半 島 
年 少 人 口 

生産年齢人口 

老 年 人 口 

16.7 
71.3 
11.9 

15.9 
69.6 
14.5 

15.3 
67.3 
17.2 

15.1 
64.6 
20.2 

14.6 
61.6 
23.8 

14.3 
61.1 
24.6 

13.9 
60.8 
25.3 

西三河北部 
年 少 人 口 

生産年齢人口 

老 年 人 口 

18.1 
72.8 
9.1 

17.0 
72.1 
10.9 

15.8 
70.2 
13.3 

15.6 
68.1 
16.3 

14.7 
65.0 
20.3 

14.2 
64.5 
21.3 

13.6 
63.8 
22.6 

西三河南部

東 
年 少 人 口 

 

生産年齢人口 

 

老 年 人 口 

17.9 
 

70.7 
 

11.4 

16.9 
 

69.5 
 

13.6 

16.0 
 

68.4 
 

15.4 

15.5 
66.5 
18.0 

15.1 
63.4 
21.5 

14.8 
62.7 
22.4 

14.4 
62.1 
23.5 

西三河南部

西 

15.8 
66.4 
17.9 

15.0 
64.2 
20.8 

14.7 
63.8 
21.5 

14.2 
63.6 
22.2 

東三河北部 
年 少 人 口 

生産年齢人口 

老 年 人 口 

15.9 
61.4 

22.7 

14.1 
59.8 
26.1 

12.9 
58.4 
28.7 

11.9 
56.9 
31.2 

11.2 
53.5 
35.3 

10.8 
52.2 
37.0 

10.3 
50.6 
39.1 

東三河南部 
年 少 人 口 

生産年齢人口 

老 年 人 口 

17.2 
69.1 
13.6 

16.0 
68.0 
15.9 

15.1 
66.4 
18.3 

14.7 
64.1 
21.2 

13.9 
61.1 
24.9 

13.6 
60.5 
25.9 

13.2 
60.1 
26.7 

愛 知 県 計 
年 少 人 口 

生産年齢人口 

老 年 人 口 

16.3 
71.6 

11.9 

15.4 
69.8 

14.5 

14.7 
67.6 

17.2 

14.5 
65.2 
20.3 

13.8 
62.4 
23.8 

13.5 
61.9 
24.6 

13.2 
61.6 
25.2 

資料：平成27年までは「国勢調査」（総務省） 

平成29年及び令和2年は「あいちの人口」（愛知県県民文化局） 

注 ：年齢三区分の構成比は、平成22年以降は年齢不詳者を除いて算出。 
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３ 将来推計人口 

本県の人口は平成27（2015）年には、7,483,128人ですが、国立社会保障・人口問題研究所の

「都道府県の将来推計人口」によれば、令和27（2045）年には6,899,465人に減少し、少子高齢

化の傾向はますます強まると推計されています。 
 
表2－2－4 将来推計人口 
 

 平成27年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 

愛 

知 

県 

総 人 口（千人） 7,483 7,456 7,359 7,228 7,071 6,899 

 年少人口比(％) 
生産年齢人口比(％) 
老年人口比(％) 

13.7 

62.5 

23.8 

12.5 

61.4 

26.2 

12.1 

60.6 

27.3 

11.8 

59.2 

29.0 

11.8 

56.5 

31.6 

11.8 

55.1 

33.1 

全    

国 

総 人 口（千人） 127,095 122,544 119,125 115,216 110,919 106,421 

 年少人口比(％) 
生産年齢人口比(％) 
老年人口比(％) 

12.5 

60.8 

26.6 

11.5 

58.5 

30.0 

11.1 

57.7 

31.2 

10.8 

56.4 

32.8 

10.8 

53.9 

35.3 

10.7 

52.5 

36.8 

資料：平成27年は「国勢調査」（総務省） 

令和7年～令和27年の人口は「都道府県の将来推計人口（平成30(2018)年推計）」（国立社会保障・人口

問題研究所） 
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４ 人口動態 

本県の主な人口動態は、下表及び次図のとおりです。 
 
表2－2－5  人口動態統計 

 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和元年 

出  生 71,899 74,736 67,110 69,872 65,615 57,145 

  人口千対 10.6(9.6) 10.8(9.5) 9.4(8.4) 9.6(8.5) 9.0(8.0) 7.8(7.0) 

死  亡 42,944 45,810 52,536 58,477 64,060 69,932 

  人口千対 6.3(7.4) 6.6(7.7) 7.4(8.6) 8.1(9.5) 8.8(10.3) 9.6(11.2) 

死  産 2,066 2,107 1,748 1,402 1,283 1,136 

  出産千対 27.9(32.1) 27.4(31.2) 25.4(29.1) 19.7(24.2) 19.2(22.0) 19.5(22.0) 

周産期死亡 518 424 333 281 253 203 

  出産千対 7.2(7.0) 5.6(5.8) 4.9(4.8) 4.0(4.2) 3.8(3.7) 3.5(3.4) 

乳児死亡 276 241 202 153 140 109 

  出生千対 3.8(4.3) 3.2(3.2) 3.0(2.8) 2.2(2.3) 2.1(1.9) 1.9(1.9) 

新生児死亡 150 141 98 79 62 45 

  出生千対 2.1(2.2) 1.9(1.8) 1.5(1.4) 1.1(1.1) 0.9(0.9) 0.8(0.9) 

婚  姻 48,022 48,391 43,948 45,039 41,054 39,933 

  人口千対 7.1(6.4) 7.0(6.4) 6.2(5.7) 6.2(5.5) 5.6(5.1) 5.5(4.8) 

資料：衛生年報（愛知県保健医療局） 

注 ：（ ）は全国値 
 
表2－2－6     平均寿命の年次推移  

年 次 
愛 知 県 全    国 

男 女 男 女 

昭和 45 年 70.52  75.00  69.31  74.66  

50 年 72.66  76.79  71.13  76.89  

55 年 74.12  78.70  73.35  78.76  

60 年 75.56  80.78  74.78  80.48  

平成 2 年 76.47   82.03  75.92  81.90  

7 年 76.87  83.16  76.38  82.85  

12 年 77.99  84.51  77.72  84.60  

17 年 78.88  85.21  78.56  85.52  

22 年 79.62  86.14  79.55  86.30  

27 年 81.03  86.66  80.75  86.99  

令和 元 年 81.65  87.25  81.41  87.45  

資料：愛知県保健医療局
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出生 

                   人口動態（率）の年次推移（令和元年） 
 

出 生 率 
死 亡 率 
（人口千対） 

 

 

 

出生率 

愛知県  全 国 
7.8    7.0 

 

死亡率 

愛知県  全 国 
9.6    11.2 

 
 

死 産 率 
（出産千対） 

 

 

死産率 
愛知県  全 国 
19.5   22.0 
自然死産率 

愛知県  全 国 
 9.9   10.2 
人工死産率 

愛知県  全 国 
9.6     11.8 

 
 

乳児死亡率 
新生児死亡率 
（出生千対） 

 

 

乳児死亡率 

愛知県  全 国 
1.9     1.9 

 
新生児死亡率 

愛知県  全 国 
0.8     0.9 

 

死亡 

図 2-2-② 

図 2-2-③ 

愛知 全国  

率（出産千対） 

総数 自然 

人工 

愛知 全国  

新生児死亡 

乳児死亡 

図 2-2-① 率（人口千対） 

愛知 全国

出生 
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                  人口動態（率）の県内地区別比較（令和元年） 
 

出 生 率 
（人口千対） 

 

愛知県 全 国 

7.8   7.0 

(-0.6)  (-0.4) 

 

※( )は対前年増減 

 
 

死 亡 率 
（人口千対） 

 

愛知県 全 国 

9.6   11.2 

(+0.2)  (+0.2) 

 

※( )は対前年増減 

 
 

死 産 率 
（出産千対） 

 

愛知県 全 国 

19.5   22.0 

(+0.8)  (+1.1) 

 

※( )は対前年増減 

 

図 2-2-④ 

図 2-2-⑤ 

図 2-2-⑥ 
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                  人口動態（率）の県内地区別比較（令和元年） 
 

 
周産期死亡率 
（出産千対） 

 

愛知県 全 国 

3.5   3.4 

(+0.6)  (+0.1) 

 

※( )は対前年増減 

 
 

 
乳児死亡率 
（出生千対） 

 

愛知県 全 国 

1.9   1.9 

(+0.2) (±0) 

 

※( )は対前年増減 

 
 

 
新生児死亡率 
（出生千対） 

 

愛知県 全 国 

0.8   0.9 

(±0)  (±0) 

 

※( )は対前年増減 

図 2-2-⑦ 

図 2-2-⑨ 

図 2-2-⑧ 
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                 主要死因別死亡率の年次推移等 
 
表2－2－7 死亡順位・死亡数・死亡率（人口10万対）の前年比較  

死  因 

愛 知 県 全    国 

2019年 2018年 2019年 

順
位 死亡数 率 割合 順

位 死亡数 率 割合 順
位 死亡数 率 割合 

総   数  69,932( 1,099) 955.9 100.0  68,833 940.0 100.0  1,381,093 1116.2 100.0 

悪性新生物

心 疾 患 
老   衰 
脳血管疾患 
肺   炎 

誤嚥性肺炎 
不慮の事故 
腎 不 全 
大動脈瘤及び解離 

自   殺 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

19,549(   53) 

8,724(    14) 

7,096(   922) 

4,940(  -167) 

4,449(   162) 

2,535(   211) 

1,911(  -173) 

1,195(     9) 

1,066(   -22) 

1,024(    20) 

267.2 

119.3 

97.0 

67.5 

60.8 

34.7 

26.1 

16.3 

14.6 

14.0 

27.9 

12.5 

10.1 

7.1 

6.4 

3.6 

2.7 

1.7 

1.5 

1.5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

19,496 

8,710 

6,174 

5,107 

4,287 

2,324 

2,084 

1,186 

1,088 

1,004 

266.2 

118.9 

84.3 

69.7 

58.5 

31.7 

28.5 

16.2 

14.9 

13.7 

28.3 

12.7 

9.0 

7.4 

6.2 

3.4 

3.0 

1.7 

1.6 

1.5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

13 

12 

376,425 

207,714 

121,863 

106,552 

95,518 

40,385 

39,184 

26,644 

18,830 

19,425 

304.2 

167.9 

98.5 

86.1 

77.2 

32.6 

31.7 

21.5 

15.2 

15.7 

27.3 

15.0 

8.8 

7.7 

6.9 

2.9 

2.8 

1.9 

1.4 

1.4 

10死因小計  52,489(  1,029) 717.5 75.1  51,460 702.7 74.8  1,052,540 850.7 76.2 

資料：2019年人口動態統計(確定数) 

注１：（ ）は前年からの増減を示す。 

注２：率算出の人口（日本人人口）には、2019年は「2019年10月1日現在推計人口」（総務省統計局）、2018年

は「2018年10月1日現在推計人口」（総務省統計局）を用いた。 

 
 
図 2－2－⑩ 主要死因別死亡率の年次推移（愛知県） 
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 第３章  地域医療構想の推進 
 
 急速に少子高齢化が進行する中、令和7(2025)年にはいわゆる団塊の世代の方々が75歳以上とな

り、医療や介護を必要とする高齢者が大幅に増加し、医療ニーズ及び慢性的な疾病や複数の疾病を

抱える患者の増大による疾病構造の変化が見込まれています。 
 こうした状況を見据え、地域にふさわしいバランスのとれた病床の機能の分化と連携を進め、効

率的で質の高い医療提供体制を構築するため、医療法に基づき、平成28（2016）年10月に｢愛知県

地域医療構想」を策定しました。 
 今後は、本構想の実現に向け、各構想区域の地域医療構想推進委員会などを活用しながら、医療

関係者間での協議などに基づく自主的な取組を推進していくことで、将来あるべき医療体制を実現

してまいります。 
 なお、詳細な内容については、別冊の「愛知県地域医療構想」に記載しています。 
 
１ ｢愛知県地域医療構想｣の主な内容 
（１）構想区域の設定 

○ 尾張中部医療圏（清須市、北名古屋市、豊山町）は面積が著しく小さく患者の多くが名古屋

医療圏（名古屋市）へ流出していることから、名古屋医療圏と統合して1つの構想区域とする。

他は、2次医療圏をそれぞれ構想区域として設定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）必要病床数の推計 

必要病床数は、令和7 (2025)年における機能区分ごとの医療需要に対応するための病床数で

あり、病床の機能の分化及び連携を推進するための目標になるもの。 
ア 構想区域ごとの医療需要の推計 

○ 高度急性期・急性期・回復期機能の医療需要については、平成25(2013)年度のレセプト

データや将来推計人口等に基づき、病床の機能区分ごとに1日当たりの入院患者数を推計

する。機能区分ごとの医療需要は、患者に対して行われた診療行為を診療報酬の出来高で

換算した値により推計する。 
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○ 慢性期機能の医療需要については、療養病床の入院受療率の全国格差が大きいことから、

入院受療率の地域差を解消するための目標を定め、長期で療養を要する患者のうち一定割

合を在宅医療等に移行する前提で算定する。 
イ 都道府県間の医療需要の調整 

○ 1日当たり10人以上の患者の流入・流出が見込まれる岐阜県、三重県、静岡県、東京都、

福岡県と協議を行い、医療機関所在地の医療需要として算出することで調整。 

ウ 構想区域間における入院患者の流入・流出の調整 

○ 本県においては、現在の医療提供体制が変わらないと仮定し、現在の流入・流出の状況が 

令和7 (2025)年も続くものとして、医療機関所在地ベースで必要病床数を推計する。 
エ 必要病床数の推計 

○ 令和7（2025）年の医療機関所在地ベースの医療供給量を病床の稼働率で除して得た数

を、各構想区域における病床の必要量とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オ 在宅医療等の必要量の推計 
○ 在宅医療等の医療需要については、療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者数

の70％は在宅医療等での対応とされており、また、令和7 (2025)年の医療需要は入院受療

率を低下させる仮定で、長期で療養を要する患者のうち一定割合は在宅医療等に移行する

として推計。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
構想区域 機能区分

令和7年における
病床の必要量

(必要病床数推計)
構想区域 機能区分

令和7年における
病床の必要量

(必要病床数推計)

高度急性期 2,885 高度急性期 368
急性期 8,067 急性期 1,128
回復期 7,509 回復期 990
慢性期 3,578 慢性期 578

計 22,039 計 3,064

高度急性期 192 高度急性期 231
急性期 640 急性期 706
回復期 772 回復期 902
慢性期 377 慢性期 486

計 1,981 計 2,325

高度急性期 799 高度急性期 585
急性期 2,309 急性期 1,703
回復期 1,374 回復期 1,770
慢性期 786 慢性期 940

計 5,268 計 4,998

高度急性期 407 高度急性期 19
急性期 1,394 急性期 103
回復期 1,508 回復期 70
慢性期 613 慢性期 75

計 3,922 計 267

高度急性期 565 高度急性期 537
急性期 1,822 急性期 1,633
回復期 1,789 回復期 1,587
慢性期 1,209 慢性期 1,457

計 5,385 計 5,214

高度急性期 319

急性期 1,108 高度急性期 6,907
回復期 1,209 急性期 20,613
慢性期 674 回復期 19,480

計 3,310 慢性期 10,773

計 57,773

西三河
北部

西三河
南部東

西三河
南部西

東三河
北部

東三河
南部

愛知県
合計

名古屋・
尾張中部

海部

尾張東部

尾張西部

尾張北部

知多半島

 

平成25年度 令和７年度 平成25年度 令和７年度

在宅医療等 26,736 43,976 在宅医療等 2,163 3,782
(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 18,847 30,570 (再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 1,015 1,686

在宅医療等 1,812 2,997 在宅医療等 2,378 3,724
(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 791 1,220 (再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 1,219 1,827

在宅医療等 4,021 7,092 在宅医療等 3,810 6,054
(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 2,745 4,630 (再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 1,957 2,912

在宅医療等 3,750 5,950 在宅医療等 728 877
(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 2,260 3,591 (再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 325 419

在宅医療等 4,999 8,522 在宅医療等 4,982 8,329
(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 3,026 5,000 (再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 2,288 3,201

在宅医療等 4,345 6,542
(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 2,622 3,955 在宅医療等 59,724 97,845

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分 37,095 59,011

東三河南部

東三河北部

西三河南部西

西三河南部東

西三河北部

愛知県合計

名古屋・
尾張中部

知多半島

尾張北部

尾張西部

尾張東部

海部

医療需要
区分構想区域 構想区域 区分

医療需要
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カ 構想を実現するための方策 
   （ア）基本的な考え方 

○ 各構想区域に設置する地域医療構想推進委員会などの場を活用し、医療機関の自主

的な取組を促すとともに、医療機関相互の協議を行う。 
○ 病床の機能の分化と連携等を推進するため、地域医療介護総合確保基金を積極的に

活用する。 
（イ）今後の主な方策 

a 病床の機能の分化及び連携の推進 
b  在宅医療の充実 

        c  医療従事者の確保・養成 
          
２ 地域医療構想推進委員会の設置 

    構想区域ごとに、関係者との連携を図りつつ、将来の病床の必要量を達成するための方策そ

の他の地域医療構想の達成を推進するために必要な協議を行う場として、地域医療構想推進委

員会を設置しています。 
○ 構成員 

市町村の代表 

地区医師会の代表 

地区歯科医師会の代表 

地区薬剤師会の代表 

病院協会代表 

医療保険者代表 

看護協会代表 

慢性期や回復期等の医療機関の代表 

その他基幹的保健所等の長が適当と認める者 

   
３ 病床の機能に関する情報の提供の推進 
  医療法に基づく「病床機能報告制度」において、一般病床及び療養病床を有する病院及び有床

診療所は、その有する病床について、担っている病床の機能（現在、将来）、構造設備、人員配

置、医療の内容等を報告することとされています。 
  報告された内容をホームページで公表し、県民に周知するとともに、その情報等を活用しなが

ら各医療機関が担っている病床機能を把握・分析し、地域医療構想推進委員会等において共通認

識を形成し、地域医療構想の実現に向けた医療機関の自主的な取組や相互の協議が進むよう促し

ていきます。 
  特に、愛知県病院団体協議会を始めとする医療機関同士の意見交換などの場を組み合わせなが

ら、より多くの医療機関の主体的な参画が得られるよう進めてまいります。 
  なお、医療機関の自主的な取組だけでは、病床の機能の分化と連携が進まない場合は、医療審

議会や地域医療構想推進委員会の意見を踏まえ、地域医療構想の達成に向けた取組の促進に努め

ます。 
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 第４章  外来医療計画の推進 
 
 外来医療については、無床診療所の開設状況が都市部に偏っていること、診療所における診療科

の専門分化が進んでいること、救急医療提供体制の構築等の医療機関間の連携の取組が、個々の医

療機関の自主的な取組に委ねられていること等の状況にあり、地域によっては協議が十分に行われ

ていない現状にあります。 
 こうした状況に対応するため、令和2（2020）年3月に「愛知県外来医療計画」を策定し、外来医

療に関する情報の提供を行うとともに、外来医療機関間での機能分化・連携の方針等を協議する場

を設置して、外来医療に係る取組を推進することとなりました。 
なお、詳細な内容については、別冊の「愛知県外来医療計画」に記載しています。 

 
１ 計画期間 
○ 令和2（2020）年度から令和5（2023）年度までの4年間。 

（次期計画（令和6（2024）年度以降）からは、愛知県地域保健医療計画の改定に合わせ、3
年ごとに見直し。） 

 
２ ｢愛知県外来医療計画｣の主な内容 
（１）外来医師偏在指標及び外来医師多数区域の設定 
 ○ 厚生労働省が示す外来医師偏在指標の計算式に基づき、2次医療圏単位で外来医師偏在指標

を算定。 
 ○ 厚生労働省の定めたガイドラインで、外来医師偏在指標の値が全国の2次医療圏(335医療圏)

の中で上位33.3％(112位)までに該当する2次医療圏を外来医師多数区域と設定することとされ

ていることから、名古屋・尾張中部医療圏（全国順位80位）を外来医師多数区域として設定。 
 

   

 

2 次医療圏名 
外来医師偏在指標 外来医師 

多数区域 

(参考)人口 10 万対診療所 

 全国順位  医師数 全国順位 

名古屋・尾張中部 111.0 80 位 ○ 112.4 88 位 

海 部 63.5 329 位  55.7 333 位 

尾 張 東 部 91.2 215 位  93.0 207 位 

尾 張 西 部 93.9 194 位  88.0 229 位 

尾 張 北 部 90.9 217 位  85.1 246 位 

知 多 半 島 84.8 256 位  73.8 296 位 

西 三 河 北 部 80.1 285 位  69.7 313 位 

西 三 河 南 部 東 81.0 276 位  71.8 303 位 

西 三 河 南 部 西 80.5 282 位  72.2 302 位 

東 三 河 北 部 94.2 190 位  89.5 221 位 

東 三 河 南 部 86.3 242 位  83.3 252 位 

愛 知 県 ― ―  89.1 ― 

全 国 106.3 ―  106.3 ― 
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（２）外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場の設定 
 ○ 地域における救急医療提供体制の構築等の医療機関間での機能分化、医療機器等の共同利

用の連携の方針等について協議を行うため、各構想区域の地域医療構想推進委員会を、外来

医療に係る医療提供体制の確保に関する協議の場として設定。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○ 外来医師多数区域に設定された医療圏については、新規開業者に対して、地域で不足する外

来医療機能を担うことを求めるなどの対応が必要なことから、協議の場の下に部会を設置。 
 
（３）各医療圏における外来医療の提供状況 

ア 不足している医療機能 
   ○ ガイドラインで示されている外来医療機能（初期救急医療、在宅医療、産業医・予防接

種等の公衆衛生に係る医療）については、各地域の地域医療構想推進委員会で地域の実情

に応じて関係者間で丁寧な協議を行い、地域で不足する外来医療機能を新規開業者に情報

提供する。 
   ○ 地域で不足している医療機能を検討するための情報として、2次医療圏ごとに、初期救

急の提供状況、在宅医療サービスの実施状況、公衆衛生医療（産業医、学校医）の状況を

明示する。 
イ 診療科別の開業状況 
○ 新規開業者に対して2次医療圏ごとの開業状況を情報提供するため、診療科別の開業状

況を一覧（別冊）で作成。 
 
 
＜地域で不足している外来医療機能に係るプロセス図＞ 
 
 【全ての医療圏】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【全ての医療圏で協議する事項】 

 ・地域で不足している外来医療機能に関する検討（初期救急医療、在宅医療、産業医、学校医等

の公衆衛生に係る医療） 

 ・医療機器の効率的な活用に関する検討 

 

【外来医師多数区域の医療圏で協議する事項】 

 ・外来医師多数区域における新規開業者への届出の際に求める事項（地域で不足する外来医療機

能を担うことを求める） 
 ・新規開業者が拒否した場合の協議の場への出席要請と協議の結果の公表 

地域医療構想推進委員会での協議事項 

地域で不足している外来医療機能に関する検討

協議状況の公表・新規開業者等への情報提供

　・地域医療構想推進委員会の議事録等を県のＷｅｂページで公表

　・診療所新規開業者等からの開業相談時に所管保健所から情報提供

注） は、協議の場で行う事項

は、保健所等で行う事項
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 【外来医師多数区域のみ】 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）医療機器の共同利用 
 ○ 医療機器をより効率的に活用していくため、医療機器の設置状況、稼働状況、保有状況等に

関する情報、共同利用の方針、共同利用計画の記載事項とチェックのためのプロセスを策定し、

医療機器等の共同利用の方針や具体的な共同利用計画について協議を行う。 
  ア 対象医療機器の設定 
    医療機器の購入に当たり、共同利用計画を作成する医療機器については、ＣＴ、ＭＲＩ、 

ＰＥＴ、放射線治療（リニアック、ガンマナイフ）、マンモグラフィとする。 
イ 医療機器の設置状況及び稼働状況 

    医療機器の「人口10万対台数と調整人口当たり台数」と「稼働状況」を明示。 
ウ 医療機器の保有状況 

    医療機器の購入を予定している医療機関への情報提供のため、医療機関別の医療機器の保

有状況を明示。 
エ 共同利用の方針 

    対象医療機器を新たに設置した際には、共同利用に努めるとともに、購入に当たっては、

共同利用に係る計画を策定し、協議の場で確認することを共同利用の方針とする。 
 

＜医療機関の共同利用に関するプロセス図＞ 
 

【全ての医療圏】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【求めに応じた場合】 【求めに応じない場合】

協議の場で担う機能の確認
新規開業者に協議の場へ出席要請
の上、協議

※地域医療構想推進委員会事務局か
ら報告

協議状況の公表

・地域医療構想推進委員会の議事録
等を県のＷｅｂページで公表

医療圏で不足する機能の実施予定(様式)を診療所開設届に添付
して所管保健所へ提出

（新規開業者に「不足している外来医療機能」を担うことを求める。）

注） は、協議の場で行う事項

は、保健所等で行う事項

医療機関が対象機器を設置（新規・更新）した場合、共同利用計画の策定をして所管保健所
へ提出（設置後10日以内）
※エックス線装置設置届と同時に所管保健所へ提出

協議の場で共同利用計画の確認
※地域医療構想推進委員会事務局から報告

協議状況の公表
・地域医療構想推進委員会の議事録等を県のＷｅｂページで公表
・共同利用する医療機関については、外来医療計画の別冊として県のＷｅｂページで公表

注） は、協議の場で行う事項

は、保健所等で行う事項
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第２部      医療圏及び基準病床数等 
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 第１章   医 療 圏 
 
１ ２次医療圏（医療法第 30条の 4第 2項第 14号に定める区域） 

原則として、１次医療（通院医療）から２次医療（入院医療）までを包括的、継続的に提供

し、一般及び療養の病床（精神病床、結核病床及び感染症病床を除き、診療所の病床を含む。）

の整備を図るための地域単位として設定する区域で、表 1‐1のとおり定めます。 

国が定める医療計画作成指針では、地域医療構想における構想区域と２次医療圏が異なって

いる場合は、構想区域に２次医療圏を合わせるよう見直しを行うことが適当とされていること

から、名古屋医療圏と尾張中部医療圏については、統合して１つの医療圏とします。 

なお、人口規模が 20万人未満の２次医療圏について、療養病床及び一般病床の流入入院患者

割合が 20％未満であり、流出入院患者割合が 20％以上である場合、その設定の見直しを検討す

ることとされており、本県では、東三河北部医療圏が該当しますが、圏域面積が著しく広大で

あることや、へき地医療対策の必要性等の観点から引き続き単独の医療圏とし、救急医療等不

足する医療機能については、東三河南部医療圏と連携を図っていきます。また、次期の見直し

に向けて、東三河南部医療圏との統合の適否について、議論を深めていきます。 
   
 
表1－1 ２次医療圏の名称及び区域    

名    称 区                  域 

名古屋・尾張中部医療圏  名古屋市、清須市、北名古屋市、豊山町 

海 部 医 療 圏 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 

尾張東部医療圏 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 

尾張西部医療圏 一宮市、稲沢市 

尾張北部医療圏 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町 

知多半島医療圏 
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、

美浜町、武豊町 

西三河北部医療圏 豊田市、みよし市 

西三河南部東医療圏 岡崎市、幸田町 

西三河南部西医療圏 碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市 

東三河北部医療圏 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 

東三河南部医療圏 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 

 
 
２ ３次医療圏（医療法第 30条の 4第 2項第 15号に定める区域） 

主として特殊な医療（３次医療）を提供する病院の整備を図るための単位として設定する区

域で、愛知県全域とします。 
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                  ２次医療圏に係る参考資料 
表1－2 ２次医療圏別医療資源等  

医 療 圏 
人 口 

（人） 
面 積 

（k㎡） 
病院数 

   （施設） 
一般診療所 

   （施設） 
歯科診療所 

     （施設） 

名古屋・尾張中部 2,499,750 368.40 
127 

(0.5) 

2,291 

 (9.2) 

1,523 

 (6.1) 

海 部 326,898 208.47 
11 

(0.3) 

221 

 (6.8) 

136 

(4.2) 

尾 張 東 部 478,049 230.14 
19 

(0.4) 

332 

 (6.9) 

239 

 (5.0) 

尾 張 西 部 513,914 193.17 
20 

(0.4) 

357 

 (6.9) 

248 

 (4.8) 

尾 張 北 部 731,714 295.96 
26 

 (0.4) 

495 

 (6.8) 

338 

 (4.6) 

知 多 半 島 625,161 392.20 
19 

(0.3) 

395 

(6.3) 

253 

 (4.0) 

西三河北部 486,002 950.51 
20 

(0.4) 

272 

(5.6) 

174 

 (3.6) 

西三河南部東 427,932 443.92 
16 

 (0.4) 

262 

(6.1) 

176 

 (4.1) 

西三河南部西 704,834 363.76 
22 

(0.3) 

405 

 (5.7) 

293 

 (4.2) 

東三河北部 52,207 1,052.43 
4 

 (0.8) 

49 

(9.4) 

29 

 (5.6) 

東三河南部 694,662 671.04 
37 

(0.5) 

459 

 (6.6) 

326 

(4.7) 

計 7,541,123 5,173.07 
321 

(0.4) 

5,538 

 (7.3) 

3,735 

(5.0) 

注１： （ ）は人口万対比の数値 

注２：人口は令和2年10月1日現在（「あいちの人口」愛知県県民文化局） 

注３：面積は令和2年1月1日現在（「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」国土交通省国土地理院） 

    ただし、所属未定地は各医療圏値に含んでいないため、各医療圏値の合計は計と一致しない。 

注４：病院、病床数、一般診療所、歯科診療所については令和2年10月1日現在（「病院名簿」愛知県保健医療局） 

 

 

 

  
 

 

 

病院及び診療所は、共に医療法に規定された施設で、医師又は歯科医師が、公衆又は特定 

多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、そのうち病院は20人以上の患者を入院 

させるための施設（20床以上）を有するもので、診療所は19床以下か無床の施設のことをい 

います。従って、設備構造及び医師、看護師等の配置要件からは、病院は主に入院機能を受 

け持つ施設となります。 

 

病院・診療所（医療法の定義等） 
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表1－3 一般病床自域依存率の経年変化                   （単位：％）  

医 療 圏 
昭和61年 

7月 

平成3年 

5月 

平成8年 

5月 

平成11年 

7月 

平成16年 

7月 

平成21年 

6月 

平成29年 

6月 

名 古 屋 

 

95.6 

 

95.3 

 

95.1 

88.0 89.0 88.5 87.7 

海 部 58.1 56.7 58.9 55.7 

尾 張 中 部 26.4 16.9 23.4 25.2 

尾 張 東 部 75.2 72.8 71.3 73.0 

尾 張 西 部 80.2 80.4 82.9 81.3 83.8 81.7 85.5 

尾 張 北 部 69.7 74.8 76.6 76.9 77.9 79.7 78.5 

知 多 半 島 67.5 69.0 70.1 69.3 70.0 68.6 65.7 

西三河北部 69.4 70.5 70.6 71.4 75.7 79.1 76.6 

西三河南部東 
79.9 81.3 79.3 82.4 83.0 

72.6 69.6 

西三河南部西 82.2 81.5 

東三河北部 64.7 65.2 72.6 83.6 74.1 47.2 47.9 

東三河南部 93.1 95.2 94.9 95.2 91.4 91.4 93.8 

資料：愛知県健康福祉部調べ 

注 ：平成29年6月の数値は病院及び有床診療所が対象（平成16年7月以前の数値は病院のみ対象） 
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 第２章  基準病床数 

 

○ 医療法第 30 条の 4第 2項第 17 号に規定する基準病床数は、表 2－1のとおりとします。 

○ 基準病床数は、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保すること

を目的として、都道府県知事が医療計画において定めるもので、既存病床数が基準病床数を

超える医療圏（病床過剰地域）では病院の開設、増床は原則として許可されません。 

表 2－1   基準病床数 

病 床 種 別 医  療  圏 
基準病床数 

（平成 30～令和 5年度） 

療 養 病 床 
及び 

一 般 病 床 

名古屋・尾張中部 17,911 

海     部 1,531 

尾 張 東 部 4,141 

尾 張 西 部 3,357 

尾 張 北 部 4,725 

知 多 半 島 3,147 

西 三 河 北 部 2,252 

西三河南部東 2,083 

西三河南部西 4,263 

東 三 河 北 部 229 

東 三 河 南 部 4,139 

計 47,778 

精 神 病 床 全  県  域 10,780 

結 核 病 床 全  県  域 138 

感 染 症 病 床 全  県  域 72 

注１：「療養病床及び一般病床」の基準病床数は、両病床数を合算した数値です。 

注２： 精神、結核、感染症の各病床については、全県単位で整備することとしています。 

表 2－2 既存病床数（令和 2 年 9月末現在） 
病 床 種 別 医  療  圏 既 存 病 床 数 

療 養 病 床 
及び 

一 般 病 床 

名古屋・尾張中部 20,761 

海     部 1,948 

尾 張 東 部 4,421 

尾 張 西 部 3,647 

尾 張 北 部 5,061 

知 多 半 島 3,193 

西 三 河 北 部 2,761 

西三河南部東 2,484 

西三河南部西 4,676 

東 三 河 北 部 417 

東 三 河 南 部 6,488 

計 55,857 

精 神 病 床 全  県  域 12,329 

結 核 病 床 全  県  域 136 

感 染 症 病 床 全  県  域 72 

注： 既存病床数は、病院の開設許可病床数等を基に医療法第 7条の 2第 4項の規定に基づき補正を行った後

の数であり、既に承認された病床整備計画を反映した数です。平成 18年 12月 31 日以前に使用許可を受け

た有床診療所の一般病床は含まれていません。令和 2 年 10月以降の病院・有床診療所の許可、廃止届等に

より変更されます。 
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             基準病床数の算定方法 〈政省令による算定式〉 
１ 療養病床及び一般病床 

２次医療圏ごとに(1)アに掲げる療養病床の算定式により算定した数と２次医療圏ごとに(2)

アに掲げる一般病床の算定式により算定した数の合計。ただし、県における当該数の合計は、

２次医療圏ごとに(1)イ及び(2)イで掲げる式によりそれぞれ算定した数の合計を超えないもの

とする。 
なお、県外に流出している入院患者数が、県外から流入している入院患者数よりも多く、特に

必要とする場合にのみ、流出先都道府県との調整協議を行った上で、都道府県間を超える患者の

流出入について合意を得た数を、当該合計数に加減することができる。 

 
(1)  療養病床 

  ア    ΣＡ１Ｂ１－Ｇ＋Ｃ１－Ｄ1 
           Ｅ1 
  イ    ΣＡ１Ｂ１－Ｇ 
         Ｅ1 
Ａ１ ：２次医療圏の性別・年齢階級別人口（5歳階級） 
Ｂ１ ：性別・年齢階級別療養病床入院受療率 

厚生労働大臣が定める性別・年齢階級別の療養病床入院受療率を上限として、長期療養

に係る医療を必要とする者の数を勘案して都道府県知事が定める率 
Ｇ  ：介護施設、在宅医療等で対応可能な数  

病院及び有床診療所の療養病床における入院患者のうち、今後の介護老人保健施設及び

居宅等における医療の確保の進展等を勘案して、介護老人保健施設及び居宅等における

医療等によって対応が可能な数として都道府県知事が定める数 

Ｃ１ ：他医療圏等から当該医療圏への流入入院患者数の範囲内で都道府県知事が定める数 
Ｄ１ ：当該医療圏から他医療圏等への流出入院患者数の範囲内で都道府県知事が定める数 
Ｅ１ ：厚生労働大臣が定める病床利用率 

    厚生労働大臣が定める病床利用率が都道府県の直近の病床利用率を下回る場合は、厚生

労働大臣が定める療養病床に係る病床利用率以上、都道府県の直近の療養病床利用率以

下の範囲内で都道府県知事が定める数 
       
(2) 一般病床 

  ア    ΣＡ１Ｂ２×Ｆ＋Ｃ２－Ｄ２  

              Ｅ２ 
  イ    ΣＡ１Ｂ２×Ｆ 

           Ｅ２ 
Ａ１ ：２次医療圏の性別・年齢階級別人口（5歳階級） 
Ｂ２ ：厚生労働大臣が定める性別・年齢階級別一般病床退院率（地方ブロック値） 
Ｆ  ：平均在院日数 

厚生労働大臣が地方ブロックの平均在院日数の分布状況を勘案して定める日数を上限と

して、当該都道府県の平均在院日数の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 

Ｃ２ ：他医療圏等から当該医療圏への流入入院患者数の範囲内で知事が定める数 
Ｄ２ ：当該医療圏から他医療圏等への流出入院患者数の範囲内で知事が定める数 
Ｅ２ ：厚生労働大臣が定める病床利用率 
         厚生労働大臣が定める病床利用率が都道府県の直近の病床利用率を下回る場合は、厚生

労働大臣が定める一般病床に係る病床利用率以上、都道府県の直近の一般病床利用率以

下の範囲内で都道府県知事が定める数 
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２  精神病床 
     全県を区域として以下に掲げる式により算定した数 

ΣＡ２Ｂ３＋ΣＡ２Ｂ４＋ΣＡ２Ｂ５αβ＋ΣＡ２Ｂ６γ＋Ｃ３－Ｄ３ 

Ｅ３ 

Ａ２ ：当該都道府県の性別・年齢階級別の厚生労働大臣が定める時点における推計人口 
Ｂ３ ：入院期間が3か月未満である入院患者のうち、当該都道府県に住所を有する者に係る性

別・年齢階級別の入院受療率  

Ｂ４ ：入院期間が3か月以上1年未満である入院患者のうち、当該都道府県に住所を有する者に

係る性別・年齢階級別の入院受療率 

Ｂ５ ：入院期間が1年以上である入院患者のうち、当該都道府県に住所を有する者（認知症で

ある者を除く。）に係る性別・年齢階級別の入院受療率 

Ｂ６ ：入院期間が1年以上である入院患者のうち、当該都道府県に住所を有する者（認知症で

ある者に限る。）に係る性別・年齢階級別の入院受療率 

Ｃ３ ：他県から本県への流入入院患者数 
Ｄ３ ：本県から他県への流出入院患者数 
Ｅ３ ：厚生労働大臣が定める病床利用率 

α  ： 入院期間が1年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合とし

て、原則として厚生労働大臣が定める数値の範囲内で知事が定める値 

β  ：地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、治療抵抗性統合失調症治療薬の普

及等による効果を勘案し、厚生労働大臣が定めるところにより知事が定める値 

γ  ：地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、これまでの認知症施策の実績を勘

案し、厚生労働大臣が定めるところにより知事が定める値 

        
３  結核病床 
    全県を区域として次に掲げる式により算定した数 
    Ａ×Ｂ×Ｃ×Ｄ＋Ｅ 

  Ａ ：本県の1日当たりの「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感

染症法」という）」第19条及び第20条の規定に基づき入院した結核患者の数 
  Ｂ ：感染症法第19条及び第20条の規定に基づき入院した結核患者の退院までに要する平均日

数 
Ｃ ：当該区域における感染症法第12条第1項の規定による医師の届出のあった年間新規患者発

生数の区分に応じ、それぞれ定める係数 

年間新規患者発生数 係 数 

99人以下 1.8 

100人以上499人以下 1.5 

500人以上 1.2 

  Ｄ ：1 
粟粒結核、結核性髄膜炎等の重症結核、季節変動、結核以外の患者の混入その他当該区

域の実情に照らして1を超え1.5以下の範囲内で知事が特に定めた場合はその数値 
  Ｅ ：医療計画に基準病床数を定めようとする日の属する年度の前の年度における本県の慢性

排菌患者のうち入院している者の数 
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４  感染症病床 
全県を区域として、感染症法の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定

医療機関の感染症病床並びに知事の指定を受けている第一種及び第二種感染症指定医療機関の感

染症病床の数を基準として知事が定めた数 
  （感染症指定医療機関の配置基準） 
     第一種感染症指定医療機関：都道府県の区域ごとに1か所、2床 
     第二種感染症指定医療機関：２次医療圏ごとに1か所、その人口に応じ次の病床数 
                               30 万人未満      4 床         
                               30 万人以上 100 万人未満      6 床         
                              100 万人以上 200 万人未満      8 床 

200 万人以上 300 万人未満     10 床 

                                    300 万人以上     12 床 
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ｄ 第３章  保健医療施設等の概況 
 
 

 
 
１ 病 院 

○ 病院数は平成7（1995）年の407施設をピークに年々減少しており、令和2（2020）年では 

321施設となっています。 

 
○ 病床数も、平成7（1995）年の71,973床（人口万対104.8）と比較すると、令和2（2020）年

には66,335床（人口万対88.0）と減少しています。 
 
表3－1－1  病院数及び病床数の推移  

 
平成7年 

12月 

平成12年 

10月 

平成17年 

10月 

平成22年 

10月 

平成24年 

10月 

平成29年 

10月 

令和2年 

10月 

一 般 病 院 373 340 312 289 288 286 284 

精 神 科 病 院 34 31 38 40 37 38 37 

計 407 371 350 329 325 324 321 

 
 
 

病 
 
 
 

床 

一 般 病 床 55,726 54,784 41,638 40,472 40,265 39,777 39,988 

療 養 病 床 ‐ ‐ 13,786 13,740 13,864 14,903 13,747 

精 神 病 床 14,276 14,078 13,621 13,239 12,995 12,657 12,392 

結 核 病 床 1,634 972 396 275 256 200 136 

感染症病床 337 104 64 64 64 72 72 

計 71,973 69,938 69,505 67,790 67,444 67,609 66,335 

資料：病院名簿（愛知県保健医療局） 

注 ：精神科病院は精神病床のみを有する病院 

 
 
 

第１節 保健医療施設の状況 
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○ 医療圏毎の病院の状況は以下のとおりです。 
東三河北部医療圏は、地形的な面から東三河南部医療圏と連携を図っています。 

 
表3－1－2 医療圏別病院数及び病床数（令和2年10月1日現在） 
 

医 療 圏 病院数 病床数計 一般病床 療養病床 精神病床 結核病床 感染症病床 

名 古 屋 ・   

 尾 張 中 部 
127 24,759 15,927 4,321 4,449 50 12 

海 部 11 2,133 1,092 549 486 0 6 

尾 張 東 部 19 5,670 3,570 796 1,273 25 6 

尾 張 西 部 20 4,610 2,957 704 925 18 6 

尾 張 北 部 26 6,027 3,375 1,483 1,163 0 6 

知 多 半 島 19 3,922 2,552 502 860 0 8 

西 三 河 北 部 20 3,477 2,061 681 729 0 6 

西三河南部東 16 3,173 1,720 716 706 25 6 

西三河南部西 22 4,819 3,082 1,338 393 0 6 

東 三 河 北 部 4 394 199 195 0 0 0 

東 三 河 南 部 37 7,351 3,453 2,462 1,408 18 10 

計 321 66,335 39,988 13,747 12,392 136 72 

資料：病院名簿（愛知県保健医療局） 
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２  診療所 

○ 診療所の現況は表3－1－3のとおりで、有床診療所は減少傾向にありますが、無床診療所は

年々増加する傾向にあります。 
 
表3－1－3  診療所数等の推移  

 
平成2年 

12月 
平成7年 

12月 
平成12年 

10月 
平成17年 

10月 
平成22年 

10月 

平成24年 

10月 

平成29年 

10月 

令和2年 

10月 

無床診療所 3,048 3,437 3,875 4,342 4,646 4,754 5,083 5,259 

有床診療所 748 722 652 540 473 432 324 279 

 
(病床数) (8,567) (8,690) (7,783) (6,144) (5,426) (5,056)  (4,018) (3,558) 

歯科診療所 2,828 3,185 3,385 3,551 3,666 3,707 3,757 3,735 

資料：病院名簿（愛知県保健医療局） 

 
表3－1－4  医療圏別診療所数(令和2年10月1日現在)  

医 療 圏 
一  般 

診療所数 

内        訳 歯  科 

診療所数 無床診療所数 有床診療所数（病床数） 

名 古 屋 ・   
 尾 張 中 部 2,291 2,204 87（1,098） 1,523 

海 部 221 207 14（ 138） 136 

尾 張 東 部 332 313 19（ 220） 239 

尾 張 西 部 357 332 25（ 299） 248 

尾 張 北 部 495 455 40（ 549） 338 

知 多 半 島 395 376 19（ 320） 253 

西 三 河 北 部 272 260 12（ 145） 174 

西三河南部東 262 251 11（ 111） 176 

西三河南部西 405 382 23 (  284)  293 

東 三 河 北 部 49 45 4（  34） 29 

東 三 河 南 部 459 434 25（ 360） 326 

計 5,538 5,259 279（3,558） 3,735 

資料：病院名簿（愛知県保健医療局） 
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３ その他の保健医療施設 

 
○ 保健医療施設の整備状況は以下のとおりです。 

 
表3－1－5 保健所等の保健医療施設の推移（毎年末時点）  

  
平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成24年 平成29年 令和元年 

保健所 

県 

立 
26(3) 17(6) 12(9) 12(9) 12(9) 12(9) 12(8) 

市 

立 
16 18 19 19 19 19 4 

市町村保健セ

ンター 
65 85 67 57 54 54 54 

注１：県立の保健所の（ ）内は分室・駐在の数 

注２：名古屋市の各区保健所は、平成30年4月から、1保健所・16保健所支所へ体制変更 

注３：市町村保健センターは、類似施設を含め設置している市町村の数 

 
 
表3－1－6 薬局・助産所・介護施設の推移（毎年10月1日時点）  

 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成23年 平成28年 令和元年 

薬    局 2,233 2,621 2,788 2,928 2,957 3,239 3,268 

助   産   所 166 118 145 157 165 186 206 

介護

老人 

保健

施設 

施設数 43 104 146 162 193 166 194 

定員 4,319 10,233 14,805 16,328 18,353 16,693 18,405 

訪問看護ステー

ション 
21 204 298 298 326 579 719 

資料：衛生年報、病院名簿（愛知県保健医療局）                                                        

注１：薬局の数は毎年3月末時点の数 

注２：介護老人保健施設は毎年9月30日時点の数 
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○ 本県では、入院患者の動向を把握するため、平成29（2017）年度に県内のすべての病院及び

有床診療所に対して「患者一日実態調査」（平成29（2017）年6月30日午前0時現在）を実施し

ており、本節はこの調査結果に基づいて記載しています。 
 
 
１ 入院患者数 

○ 入院患者総数は55,989人（うち県内居住患者総数53,440人）であり、医療機関の所在地別（医

療圏単位）の患者数は以下のとおりです。 
 
表3－2－1 医療機関所在地医療圏別入院患者数  

医療機関 

所在医療圏 

入 院 患 者 数 

総  数 
一 般 病 床 
入 院 

療養病床 
入  院 

精 神 病 床 
入 院 

結核病床 
入  院 

名 古 屋※ 19,879 11,999 3,796 4,049 35 

海 部 2,061 909 675 477 0 

尾 張 中 部※ 756 302 454 0 0 

尾 張 東 部 5,043 3,108 722 1,198 15 

尾 張 西 部 3,813 2,300 659 841 13 

尾 張 北 部 4,989 2,684 1,265 1,040 0 

知 多 半 島 3,151 1,872 455 824 0 

西三河北部 2,685 1,507 511 667 0 

西三河南部東 2,478 1,134 672 658 14 

西三河南部西 4,093 2,407 1,345 341 0 

東三河北部 305 118 187 0 0 

東三河南部 6,736 2,745 2,649 1,337 5 

計 55,989 31,085 13,390 11,432 82 

資料：平成 29年度患者一日実態調査（愛知県健康福祉部） 

第２節 受療動向 

※「名古屋医療圏」と「尾張中部医療圏」は平成 30（2018）年度に「名古屋・尾張中部医療圏」へ統合。 

本節は平成 29年度の調査が基本となるので分けて記載。 
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○ また、入院患者の住所地別（医療圏単位）の状況は以下のとおりです。 
 
表3－2－2 患者住所地医療圏別入院患者数  

患者住所地 
医 療 圏 

入 院 患 者 数 

総  数 
一 般 病 床 
入 院 

療養病床 
入  院 

精 神 病 床 
入 院 

結核病床 
入  院 

名 古 屋 17,798 10,191 3,713 3,870 24 

海 部 2,596 1,262 751 578 5 

尾 張 中 部 1,075 664 239 169 3 

尾 張 東 部 3,126 1,949 680 492 5 

尾 張 西 部 3,654 2,262 671 717 4 

尾 張 北 部 4,647 2,652 1,032 952 11 

知 多 半 島 4,024 2,523 604 894 3 

西三河北部 2,810 1,678 596 528 8 

西三河南部東 2,679 1,436 707 530 6 

西三河南部西 4,088 2,247 1,225 611 5 

東三河北部 575 240 226 109 0 

東三河南部 6,368 2,661 2,423 1,278 6 

県 外 等 2,549 1,320 523 704 2 

計 55,989 31,085 13,390 11,432 82 

資料：平成29年度患者一日実態調査（愛知県健康福祉部） 
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２ 入院患者の動向 

 

 ○ 病床種別ごとの入院患者の動向（患者住所地と入院先の医療機関所在地の関係）を医療圏単

位に整理しました。 

 

(1) 一般病床 

○ 一般病床では、尾張中部医療圏で自域依存率が25.2％と低く、患者の50.3％が名古屋医療圏

に流れています。また、東三河北部医療圏も自域依存率47.9％と低く、患者の42.5％が東三河

南部医療圏に流れています。その他は海部医療圏が55.7％とやや低くなっていますが、他の医

療圏では概ね70％以上の自域依存率となっており、各医療圏内で２次医療が完結されています。

（表3－2－3、図3－2－①） 

 

(2) 療養病床 

○ 療養病床では、尾張東部医療圏で自域依存率が63.5％とやや低いほかは、概ね70％以上の

自域依存率となっています。（表3－2－4、図3－2－②） 

○ 一般病床と比較すると、各医療圏内で２次医療が完結している傾向が見られます。 
  (図3－2－①、図3－2－②) 

 
(3) 精神病床 

○ 精神病床では、尾張中部と東三河北部医療圏に病床がなく、尾張中部医療圏の患者は主に隣

接する名古屋、海部、尾張西部及び尾張北部医療圏に入院し、東三河北部医療圏の患者は主に

東三河南部医療圏に入院しています。また、海部、尾張東部及び西三河南部西医療圏は自域依

存率がそれぞれ48.6％、45.9％、41.6％と低くなっていますが、その他の医療圏では概ね70％

前後の自域依存率となっています。（表3－2－5、図3－2－③） 

 

(4) 結核病床 

○ 結核病床では、海部、尾張中部、尾張北部、知多半島、西三河北部、西三河南部西及び東三

河北部医療圏に病床がありません。結核病床を有する医療圏では概ね80％以上の自域依存率と

なっています。 

（表3－2－6、図3－2－④） 
 

 
 

 
○ 自域依存率 

当該医療圏内の住民が当該医療圏内の医療機関に入院している割合のこと。 

用語の解説 
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表3－2－3 一般病床の入院患者（医療機関所在地・患者住所地別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料：平成29年度患者一日実態調査（愛知県健康福祉部） 

 

上段 自域入院患者数 

中段 自域依存率（自域入院患者数/当該医療圏内の住民の全入院患者数×100） 
下段 自域患者率（自域入院患者数/当該医療圏内の病院の全入院患者数×100） 

 
注１：自域入院患者数とは、当該医療圏内の住民が当該医療圏内の医療機関に入院している数のことです。 

注２：自域患者率とは、当該医療圏内の医療機関に入院している患者のうち、当該医療圏内の住民の割合のこ

とです。 
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表3－2－4 療養病床の入院患者（医療機関所在地・患者住所地別）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成29年度患者一日実態調査（愛知県健康福祉部） 
 

上段 自域入院患者数 

中段 自域依存率（自域入院患者数/当該医療圏内の住民の全入院患者数×100） 
下段 自域患者率（自域入院患者数/当該医療圏内の病院の全入院患者数×100） 
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表3－2－5 精神病床の入院患者（医療機関所在地・患者住所地別）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成29年度患者一日実態調査（愛知県健康福祉部） 
 

上段 自域入院患者数 

中段 自域依存率（自域入院患者数/当該医療圏内の住民の全入院患者数×100） 
下段 自域患者率（自域入院患者数/当該医療圏内の病院の全入院患者数×100） 
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表3－2－6 結核病床の入院患者（医療機関所在地・患者住所地別）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成29年度患者一日実態調査（愛知県健康福祉部） 

 

上段 自域入院患者数 

中段 自域依存率（自域入院患者数/当該医療圏内の住民の全入院患者数×100） 
下段 自域患者率（自域入院患者数/当該医療圏内の病院の全入院患者数×100） 
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３ 病床利用率 

 
○ 病院の病床利用率は以下のとおりです。 

 
表3－2－7 医療圏別病院病床利用率  

医 療 圏 

一 般 病 床 療 養 病 床 精 神 病 床 結 核 病 床 

病床数 入院 
患者数 

病床 
利用率 病床数 入院 

患者数 
病床 
利用率 病床数 入院 

患者数 
病床 
利用率 病床数 入院 

患者数 
病床 
利用率 

名 古 屋 15,797 11,635 73.7 4,186 3,770 90.1 4,557 4,049 88.9 70 35 50.0 

海  部 1,180 856 72.5 714 661 92.6 486 477 98.1 0 0 － 

尾張中部 346 266 76.9 494 454 91.9 0 0 － 0 0  － 

尾張東部 3,632 2,997 82.5 781 722 92.4 1,276 1,198 93.9 44 15 34.1 

尾張西部 2,895 2,209 76.3 704 629 89.3 939 841 89.6 18 13 72.2 

尾張北部 3,351 2,506 74.8 1,371 1,219 88.9 1,182 1,040 88.0 0 0 － 

知多半島 2,588 1,661 64.2 526 437 83.1 932 824 88.4 0 0 － 

西三河北部 1,929 1,451 75.2 552 511 92.6 729 667 91.5 0 0 － 

西三河南部東 1,478 1,098 74.3 824 672 81.6 753 658 87.4 50 14 28.0  

西三河南部西 2,931 2,267 77.3 1,589 1,330 83.7 393 341 86.8 0 0 － 

東三河北部 239 118 49.4 195 175 89.7 0 0 － 0 0 － 

東三河南部 3,411 2,602 76.3 2,967 2,649 89.3 1,410 1,337 94.8  18 5 27.8  

計 39,777 29,666 74.6 14,903 13,229 88.8 12,657 11,432 90.3 200 82 41.0 

資料：平成29年度患者一日実態調査（愛知県健康福祉部）、病院名簿（愛知県健康福祉部） 

注１：病床数は平成29年10月1日現在、入院患者数は平成29年6月30日午前0時現在 

注２：病院のみ対象（有床診療所は含まない） 
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○ 県内病院の全病床における病床利用率は80.8％となっています。 

また、平均在院日数は短縮される傾向にあります。 

 
表 3－2－8 病院病床利用率及び平均在院日数  

 平成 7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成23年 平成28年 令和元年 

病 
 

床 
 

利 
 

用 
 

率 

総病床 
愛知県 82.7 85.9 84.8 83.0 82.2 80.0 80.8 

全 国 83.6 85.2 84.8 82.3 81.9 80.1 80.5 

一般 
病床 

愛知県 81.1 84.5 80.0 76.9 76.1 74.7 79.5 

全 国 82.4 83.8 79.4 76.6 76.2 75.2 76.4 

療養 
病床 

愛知県 － － 93.2 93.3 92.5 87.9 90.1 

全 国 － － 93.4 91.7 91.2 88.2 86.7 

精神 
病床 

愛知県 95.3 94.6 92.4 92.2 91.6 88.3 86.6 

全 国 94.3 93.1 91.7 89.6 89.1 86.2 82.7 

結核 
病床 

愛知県 45.3 52.5 57.0 50.2 55.3 47.5 46.6 

全 国 43.0 43.8 45.3 36.5 36.6 34.5 33.1 

平 
 

均 
 

在 
 

院 
 

日 
 

数 

総病床 
愛知県 37.9 33.7 30.3 27.6 26.9 24.0 23.0 

全 国 44.2 39.1 35.7 32.5 32.0 28.5 27.3 

一般 
病床 

愛知県 29.5 26.5 18.1 16.1 15.7 14.0 12.1 

全 国 33.7 30.4 19.8 18.2 17.9 16.2 13.3 

療養 
病床 

愛知県 － － 160.5 171.8 170.1 142.4 174.2 

全 国 － － 172.8 176.4 175.1 152.2 170.1 

精神 
病床 

愛知県 484.6 422.9 348.0 281.3 287.5 250 171.1 

全 国 454.7 376.5 327.2 301.0 298.1 269.9 196.8 

結核 
病床 

愛知県 104.6 90.8 67.7 76.9 81.2 65.1 64.8 

全 国 119.0 96.2 71.9 71.5 71.0 66.3 64.6 

資料：病院報告（厚生労働省） 

注 ：平成17年以降の数字は、第４次医療法改正（以下「法改正」という。）後の病床区分によるものであり、

平成12年以前の数字は、法改正前の病床区分によるものです。 
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４ 入院受療率 

 
○ 入院受療率（人口10万対）は、入院総数で710、一般病床入院が395、療養病床入院が171、

精神病床入院が143、結核病床入院が1となります。 
これを医療圏別にみると以下のとおりで、東三河北部医療圏が高い数値となっています。 

 
表3－2－9 医療圏別入院受療率（平成29年6月30日午前0時現在）  

医 療 圏 
人  口 

(平29.10.1） 

入 院 受 療 率  （人口10万対） 

総  数 一般病床入院 療養病床入院 精神病床入院 結核病床入院 

名 古 屋 2,314,125 769 440 160 167 1 

海   部 328,612 790 384 229 176 2 

尾 張 中 部 169,961 632 391 141 99 2 

尾 張 東 部 472,295 662 413 144 104 1 

尾 張 西 部 516,957 707 438 130 139 1 

尾 張 北 部 733,813 633 361 141 130 1 

知 多 半 島 624,914 644 404 97 143 0 

西三河北部 488,351 575 344 122 108 2 

西三河南部東 426,159 629 337 166 124 1 

西三河南部西 698,068 586 322 175 88 1 

東三河北部 54,973 1,046 437 411 198 0 

東三河南部 698,683 911 381 347 183 1 

計 7,526,911 710 395 171 143 1 

資料：平成29年度患者一日実態調査（愛知県健康福祉部） 
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